
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  

◎ ご家庭での健康観察を引き続きお願いします。 

※ 保健室から配付される健康観察カードの内容に変更はありません。 

◎ 学校での教育活動では、 

・「換気」「手洗いなどの手指衛生」「人と人との距離の確保」などの感染予防対策を 

継続します。 

・幼児児童生徒、教職員について、マスクの着用を求めないことを基本とし、個人の 

判断となります。ただし、健康上配慮が必要な幼児児童生徒への感染を防ぐため、

歌唱など感染リスクが高い活動はマスク着用や距離を取るなどして実施し、給食な

ど食事する場面では声を出しての会話は控えるようにします。 

・なお、混雑した電車やバスを利用する場合、医療機関や高齢者施設等を訪問する場 

合など、マスク着用が推奨されており、必要に応じて指導を行います。 

◎ 学校での対応は、随時学校医に報告し、指導・助言を得た上で進めていきます。 
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 ■編集後記■ 本校には、幼稚部・小学部・中学部・高等部と、幅広い年齢のお子さんがいます。 

「山ろうだより」では、学校全体の学習や生活の様子を保護者の方にお伝えしていきます。ご質問や 

ご意見があれば、どうぞ学部主任、教頭にお知らせください。 


